
 

 

山鹿市不登校児童生徒に対する経済的支援事業実施要項 

山鹿市教育委員会 

 

１ 事業目的 

「義務教育の段階における普通教育に相当する機会の確保等に関する法律」及び

同法律に基づき策定された基本方針を踏まえ、教育支援センター及びフリースクー

ル等民間施設に通う不登校児童生徒について、社会的自立に向けた学習等の活動に

取り組むことができるよう支援を行う。 

 

２ 事業内容 

  不登校児童生徒が、教育支援センター及びフリースクール等民間施設で活動を行

うために必要な経費の支援を行う。 

  市長は、補助金の上限額を設定した上で、当該児童生徒の保護者に直接支払いを行

う。 

 

３ 事業期間 

令和８年７月１日から令和９年３月３１日までとする。ただし、補助対象期間は

令和８年７月１日から令和９年１月２９日までとする。 

   

４ 支援対象者及び支援対象経費等 

(1) 支援対象者 

山鹿市立小・中学校（以下「小・中学校」という。)に在籍する児童生徒の保護

者（申請者）のうち、次のア～エの全てに該当する者とする。 

ア 市内に住所を有すること。 

イ 当該児童又は生徒が、事業実施年度において、教育支援センター及びフリー

スクール等民間施設で学ぶ不登校児童生徒であること。 

ウ 当該児童又は生徒が在籍する小・中学校において、当該学校と十分な連携・

協力関係の下、教育支援センター及びフリースクール等民間施設での活動によ

り、指導要録上「出席扱い」となっていること。 

エ 熊本県教育委員会の「熊本県不登校児童生徒に対する経済的支援事業（実証

事業）」に係るアンケート調査に協力し、同意できる者であること。 

※ 個人を特定できる情報を除いた上で、熊本県教育委員会に報告する。 

(2) 支援対象経費 

教育支援センター及びフリースクール等民間施設に通うための交通費及び体験

活動や実習等に要する個人が負担した実費の一部 

(3) 補助額 

   前期分（７月～９月）と後期分（１０月～１月）の２回に分け、交通費及び実

習費の実績の一部を補助する。前期と後期、それぞれ上限を２万円とする。 

申請総額が補助総額を超える場合、予算内に収まるよう申請額を均一の割合で

乗じ算出した額を補助する。 
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５ 推進組織体制 

 
６ 申請方法 

(1) 提出書類 

書  類  名 提出期間 

ア 交付申請書（様式第１号） 
  収支精算書（様式第２号） 

◆前期分（７月～９月分） 
令和８年１０月１日(木) 
～１０月９日(金)の期間 

 
◆後期分（１０月～１月分） 
 令和９年２月１日(月) 
～２月５日(金)の期間 

イ 交通費及び実習費に係る事業計画書（事
業実績書）（様式第３号） 

ウ 施設利用確認書（様式第４号） 

エ 通所証明書（様式第５号）※ 

オ 出席扱い証明書（様式第６号）※ 

※同年度に前期・後期の２回申請する場合、エ、オは、前期のみの提出で可。 
※前期分は１１月中旬、後期分は３月上旬までに支給する。 
(2) 提出方法及び提出先 

   申請者（保護者）が下記提出先に提出すること。 

  提出方法は持参又は郵送とし、提出締切は前期及び後期とも提出期間の最終日ま
での必着（前期は令和８年１０月９日（金）、後期は令和９年２月５日（金））と
する。 

     (提出先及び問い合わせ先) 
山鹿市教育委員会 学校教育課 学校教育指導室 担当宛て 
住所：〒861-0592 山鹿市山鹿987番地3  
電話：0968-43-1391 

  ※土曜日、日曜日、国民の祝日及び振替休日は、業務を行っておりません。 
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７ 審査について 
(1) 支給対象の認定 

   市長は、提出書類により審査を行う。 
(2) 審査結果の通知 

   市長は、交付決定及び額の確定通知書（様式第７号）又は不交付決定通知書 
（様式第８号）により通知する。 

 
８ 補助金請求について 

申請者（保護者）は、上記、交付決定及び額の確定通知書（様式第７号）を受領

後、補助金交付請求書（様式第９号）を市長に提出する。 

 
 【補助金交付請求書（様式第９号） 提出期限】 
  （前期）令和８年１０月３０日（金）まで 
  （後期）令和９年２月２６日（金）まで 

 
附 則 

この要項は、令和８年７月１日から施行する。 


